
看護職員修学資金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成19年３月27日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第20号

看護職員修学資金貸付規則の一部を改正する規則

看護職員修学資金貸付規則（昭和37年鳥取県規則第69号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が

存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（修学資金の額等） （修学資金の額等）

第４条 修学資金の月額は、次の表の左欄に掲げる者 第４条 修学資金の月額は、次の表の左欄に掲げる者

について、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表 について、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める額とする。 の右欄に定める額とする。

区分 月額 区分 月額

１ 第２ ア 国（国立大学法人法（平 32,000円 １ 第２ ア 国（国立大学法人法（平 32,000円

条第２ 成15年法律第112号）第２条 条第２ 成15年法律第112号）第２条

号アか 第１項に規定する国立大学 号アか 第１項に規定する国立大学

らウま 法人及び独立行政法人国立 らウま 法人及び独立行政法人国立

でに掲 病院機構法（平成14年法律 でに掲 病院機構法（平成14年法律

げる看 第191号）第２条に規定する げる看 第191号）第２条に規定する

護職員 独立行政法人国立病院機構 護職員 独立行政法人国立病院機構

養成施 を含む。以下同じ。）又は 養成施 を含む。以下同じ。）又は

設に在 地方公共団体（地方独立行 設に在 地方公共団体（地方独立法

学する 政法人法（平成15年法律第 学する 人法（平成15年法律第118号）

者 118号）第２条第１項に規定 者 第２条第１項に規定する地

する地方独立行政法人を含 方独立行政法人を含む。以

む。以下同じ。）が設置す 下同じ。）が設置する看護

る看護職員養成施設（学校 職員養成施設（学校教育法

教育法第１条に規定する大 第１条に規定する大学（短

学（短期大学を除く。以下 期大学を除く。以下「大学」

「大学」という。）を除く。 という。）を除く。イにお

イにおいて同じ。）に在学 いて同じ。）に在学する者

する者

略 略

略 略

２～４ 略 ２～４ 略

（償還の免除） （償還の免除）



第12条 貸付金の返還に係る債務の免除については、 第12条 貸付金の返還に係る債務の免除については、

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例（昭和 貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例（昭和

44年鳥取県条例第35号。以下「条例」という。）の 44年10月鳥取県条例第35号。以下「条例」という。）

定めるところによる。 の定めるところによる。

様式第16号（第17条関係） 様式第16号（第17条関係）

就業場所移転届 就業場所移転届

年 月 日 年 月 日

鳥取県知事 様 鳥取県知事 様

修学生 郵便番号 修学生 郵便番号

住 所 住 所

氏 名 氏 名

電話番号 電話番号

下記のとおり、就業場所を移転しましたので、お届 下記のとおり、就業場所を移転しましたので、お届

けします。 けします。

１ 決定番号 第 号 １ 決定番号 第 号

２ 変更期日 年 月 日 ２ 変更期日 年 月 日

３ 就業の場所 新 ３ 就業の場所 新

旧 旧

４ 新しい就業場所での職種

上記のとおり相違ないことを証明します。 上記のとおり相違ないことを証明します。

年 月 日 年 月 日

新就業施設名 新就業施設名

雇入主氏名 ㊞ 雇入主氏名 ㊞

附 則

この規則は、平成19年４月１日から施行する。


